
 
 
 
 
 
 
 
 

資 料 編 
 
 
 
 
 
 

資料１ かまくら教育プラン策定の経過 

資料２ 告 示 文（写） 

資料３ 具体的な取り組み一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 資料１：策定の経過 

 
 

資料編－１ 

 
 
 
 
 
〔平成１４年度〕  
 
平成 14 年７月 17 日から 
平成 15 年３月 19 日 
 
 
 
平成 15 年１月 25 日  
 
 
 
 
 
〔平成 15 年度〕 
 
平成 15 年５月 29 日～ 
平成 16 年３月 19 日 
 
   ５月 15 日～５月 28 日
 

６月 17 日～７月７日 
 

８月６日～ 
平成 16 年１月 19 日 

 
平成 16 年３月 25 日 
 
 
 
 
〔平成 16 年度〕 
 
平成 16 年４月～ 
 

５月～ 
 
 
 

６月１日～30 日  
 
 
11 月 

 
11 月 10 日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 かまくら教育プラン策定の経過 
 
 
 
 
 
 
・かまくら教育プラン策定委員会会議の開催（平成１４年度、
会議を５回開催）。第１回策定委員会において、「（仮称）か
まくら教育プラン」の基礎となる「鎌倉市の学校教育の将来
に向けた構想及び指針」について諮問 
 
・「かまくら教育トーク」の開催 
・インターネット等による市民意見の募集（平成 16 年 1 月 
まで） 
 
 
 
 
 
・かまくら教育プラン策定委員会会議の開催（平成１５年度、  
会議を５回開催） 
 
・保護者・教職員アンケートの実施 
 
・児童生徒アンケートの実施 
 
・小委員会会義の開催（４回開催） 
 
 
・提言書「鎌倉市の学校教育の将来に向けた構想及び  
指針 ～「かまくら教育プラン」への提言～」を受理 
 
 
 
 
 
・庁内関係各課との調整 
 
・「かまくら教育プラン（素案）」作成 
・市内の全公・私立小中学校へ素案配布。意見募集 
・市内の全幼稚園・保育所へ素案配布。意見募集 
 
・広報かまくら６月１日号に素案掲載 
・素案に対する市民意見の募集（33 件・184 項目） 
 
・「かまくら教育プラン（案）」の作成 
 
・教育委員会 11 月定例会において「鎌倉市の学校教育に
おける基本方針と目標」を可決、同日告示。「かまくら教育
プラン」を承認 



  

資料２：告示文（写）

告示文（写） 
鎌倉市の学校教育における基本方針と目標 
（平成 16 年 11 月 10 日 鎌倉市教育委員会告示第 15 号） 

 

鎌倉市の学校教育における基本方針と目標を次のように定める。 
 

基 本 方 針 目       標 

 
１ 子どもたちが安心
して学び生活でき
る、安全で開かれ
た学校づくりを進め
ます。 

 
⑴ 子どもたちが教師や友人との信頼関係を築き、楽しく活気ある
学校生活が送れるよう取り組みを進めます。 
⑵ 家庭、地域と協力して、すべての子どもたちが安心して過ごせる
安全な学校にするための取り組みを進めます。 
⑶ 家庭、地域との連携のもとに、信頼と相互交流をいっそう進める
｢開かれた学校づくり」に努めます。 

 

 
２ 子どもたちの学習
意欲を高め、確か
な学力の向上をめ
ざします。 

 
⑴ 学習の基礎・基本を定着させ、「わかる授業」をよりいっそう徹底
させます。 
⑵ 学習に対する子どもたちの興味・関心・意欲を引き出し、自ら学
ぶ気持ちをはぐくみます。 
⑶ 子どもたちがさまざまな体験を通じた学習をすることにより、自ら
考える力と行動する力を身につけさせます。 
⑷ 子どもたちが鎌倉の自然、歴史、芸術、文化などの学習を通し
て、郷土を愛する心をはぐくみ、国際的な視野を広げる取り組み
を進めます。 

 
３ 子どもたちに社会
性・道徳性を身に
つけさせ、共に生
きる心をはぐくみま
す。 

 
⑴ 子どもたちが日々の活動や地域の人々とのふれあいを通して、
感謝する心や思いやりの心、譲り合いの心をはぐくみ、社会性や
道徳性を高めるよう指導します。 
⑵ 学校は家庭や関係機関との連携をいっそう深め、子どもの心の
問題の解決に向けた取り組みを推進します。 
⑶ 障害のある人もない人も共に学び育つことを喜び合える環境づ
くりを進め、共に生きる社会の大切さを理解させます。 
⑷ 子どもたちの豊かな成長のために、家庭、幼稚園・保育所、学
校などが連携し協調して、連続性のある取り組みを進めます。 

 
４ 子どもたちの心と
体を健やかに成長
させ、豊かな感性
を養います。 

 
⑴ 家庭と連携して子どもたちに正しい生活リズムと生活習慣を身
につけさせ、心身の健康の増進を図ります。 
⑵ 子どもたちに体を動かすことの大切さを認識させ、運動能力や
体力の向上に向けた取り組みを進めます。 
⑶ 家庭と連携して「食育」に取り組み、子どもたちの健康の基盤づ
くりを進めます。 
⑷ 子どもたちが芸術活動や文化活動を通して、豊かな心をはぐく
むことができるよう取り組みを進めます。 

 

 
５ 安心して子育てが
できる環境づくりを
進めます。 

 
⑴ 子育ての楽しさや喜びを感じられるよう、関係機関や子育て支
援団体などによる、支援のネットワークを充実します。 
⑵ 子どもたちが安全に安心して外遊びができるよう、地域と一体に
なって、遊び場の環境づくりを進めます。 
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資料３：具体的取り組み一覧 

具体的な取り組み一覧 

基本方針 １ 

子どもたちが安心して学び生活できる、安全で開かれた学校づくりを進めます 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

校内における教育相談 
 
各学校では、児童生徒一人ひとりがもっている

人間関係や精神的な問題、学習・生活などの教
育上の問題について、本人またはその保護者な
どからの相談を受け、望ましいあり方について指
導・助言を行っています。  （再掲：基本方針３） 

 

学級指導（ホームルーム）
 
小学校では、学級における好ましい人間関係を
育てるとともに、児童の心身の健康・安全の保持
増進や健全な生活態度の育成を図るために、学
校給食、保健指導、安全指導、その他学級を中心
として指導する教育活動を適宜行っています。 
中学校では、個人と社会との関係を理解し、習
慣を身につけるために、個人及び集団の一員とし
てのあり方に関すること、学校生活の充実に関す
ること、進路の適切な選択に関すること、健康で安
全な生活などに関すること等を指導する教育活動
を適宜行っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

児童指導の推進（小学校） 
 
小学校では、全ての教員が子どもへの適切な

指導を行うために児童指導に関する委員会等を
設け、指導の内容等について検討しています。ま
た、職員会議や研修などの全教員での会議にお
いて、指導についての話し合いの場をより多く設
け、子どもの生活や成長に応じた適切な指導を
行うよう心掛けています。さらに、各学校の児童
指導の担当教員による児童指導担当者会を１年
間に２回開催し、各学校での児童指導について
の情報交換と指導についての研修を行い、各学
校に還元しています。 

 

進路指導
 
生徒が自らの生き方を考え、主体的に進路を
選択できるよう、学校の教育活動全体を通じ、計
画的、組織的な進路指導を行っています。具体的
には、生徒の個人資料、進路情報、相談を通じ
て、生徒が自ら将来の進路の選択、計画を立て、
さらにその後の生活によりよく適応し、進歩する能
力を伸長するように指導・援助しています。 

新採用教員研修会
 
新任教員に対して、一年間の研修が実施され
ます。学習指導や学級経営に必要な基礎的･基本
的な知識や技能を習得し、組織の一員としての意
識を高めることをねらいとしています。  

（再掲：基本方針２）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生徒指導の推進（中学校） 
 
生徒指導は、学校の教育目標達成のため、学

習（教科）指導とともに教育機能の重要な役割を
持っており、学校の教育活動の全場面において
行われています。きめ細かな生徒理解により、一
人ひとりの生徒のよりよい発達と自己実現を助
けるよう進められています。 
中学校においては、生徒指導担当教員が中心

となって校内生徒指導体制を確立し、全職員で
指導に当たっています。生徒理解を深めるため、
生徒指導部会を定期的に開き、情報交換と指導
の共通理解を図っています。また、教育相談活
動を充実させ、一人ひとりの生徒の理解と支援
に努めています。 

経験者研修会
 
新規採用後５年及び１０年を経過した教員に、

当面する教育課題に応える意味から、広い視野
に立った指導力と資質の向上を目的として実施さ
れます。学習指導や学級･学年経営、児童生徒理
解等の専門的な知識や技能の習得など、個々の
能力、適性に応じた研修を実施し、資質･指導力
の向上を図ることをねらいとしています。 

 （再掲：基本方針２）
 
 
 
 
 
 

教育センター相談事業 
 
教育センターでは、相談事業と教育支援事業

を行っており、幼児から青少年までの教育や生活
上の諸問題の相談を受けています。また、教育
支援教室「ひだまり」では、いじめや不登校で悩
んでいる児童生徒に対する教育支援・学習支援・
進路相談・カウンセリング等を行っています。 

             （再掲：基本方針３）

スクールカウンセラー等による相談 
 
 児童生徒または保護者が、担任や教員以外に
相談したい場合や専門的な助言を求めたい時な
どのために、各中学校区にスクールカウンセラー
等の相談員を配置しています。 
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資料３：具体的取り組み一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＣＡＰ 
 
ＣＡＰとは Child Assault Prevention（子どもへ

の暴力防止）の略で、子どもたちが自分自身の権
利について理解し、その権利を奪おうとするいじ
めや虐待などのあらゆる暴力に対し、心と体と知
恵をもって自分を守るための具体的で実践的な
プログラムです。保護者・教員に対する大人ワー
クショップや、小学生向けの子どもワークショップ
が全小学校で実施されています。 

 

教育センター街頭指導事業 
 
子どもたちの健全な育成と非行防止のために、 

安全で安心した生活環境づくりに向けた児童生徒
の下校時の街頭指導やキャンペーン、環境浄化
調査・パトロールなどを実施しています。        

（再掲：基本方針３）

学校施設維持整備事業
 
 学校施設の維持整備に当たっては、児童生徒
に安全で快適な学習環境を提供するとともに、生
活の場としてのゆとりと潤いのある環境づくりに努
める必要があります。このため、校舎の耐震補強
工事を推進することはもとより、学習形態の多様
化への対応、バリアフリー化、シックスクール対策
など、質的、機能的な面での向上を図るため、
「学校整備計画」の着実な達成に向けて取り組ん
でいます。 （再掲：基本方針２・基本方針３）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ピーガル君の家・こども 110 番 
 
地域において、自主的に子どもを事件・事故

から守るために平成９年から実施され、子どもた
ちを犯罪から守り、子どもの保護や救護、さらに
は不審者を発見した際の 110 番通報を依頼す
る、子ども駆け込み寺的避難場所をいいます。
警察と防犯協会が取り組んできた「ピーガル君
の家」のほかに、各学校のＰＴＡや保護者会の校
外活動として「こども 110 番の家」もあり、これら
によって地域における子どもの安全確保が進め
られています。さらに、「こども110番の家」だけで
なく、自転車や自動車に「こども110番」や「パトロ
ール中」のプレートをつける活動も行っていま
す。 

児童生徒に対する交通安全教育の実施 
 
市では、交通安全教育として、歩行者としての
安全、自転車の安全な乗り方、乗り物の安全な利
用、身近な交通安全施設や交通規制についての
理解が深まるよう「交通安全教室」や「自転車の安
全な乗り方教室」を実施しています。 

関係機関との連携
 
 児童生徒の非行防止、健全育成のために、警
察と連携した「学校・警察連絡協議会（学警連）」
が組織されています。また、中学校生徒指導対策
協議会では保護司会との連携を取っています。児
童虐待防止に関しては、児童相談所との連携もと
っています。福祉教育の実施に当たっては、社会
福祉協議会との連携のもとに、さまざまな取り組
みを実施しています。 

（再掲：基本方針３・基本方針５）

 
 
 
 

校外委員会 
 
学校外における児童生徒の安全を守る活動を

行っています。ＰＴＡの組織として位置付けられて
いますが、ＰＴＡ未組織校にも設置されています。 

 
 
 
 

安全マップ 
 
多くの学校で、交通事故発生場所や危険箇所、

不審者の出没箇所、暗い道などを取り上げて安全
マップを作成し、児童生徒の安全と安心を保つた
めの指導に役立てています。 

開かれた学校づくりの取り組み 
 
平成１３年度から学校運営に関する意見を保
護者や地域住民などから聞く「学校評議員制度」
を導入しています。平成１６年度から「学校評価」
に全校が取り組んでいます。内部評価だけでなく
外部評価も取り入れるようにしている学校もあり
ます。情報提供として「学校だより」や「学年だよ
り」の発行や説明会の開催も行っています。毎年
「学校へ行こう週間」を設定して、特定の期間は
いつでも学校を訪問し児童生徒の活動を参観で
きるよう取り組んでいます。 

   （再掲：基本方針２・基本方針３）

 
 
 
 

安全な通学路づくり 
 
各学校では、毎年、教職員、校外委員などが通

学路の安全点検を行い、改善箇所がある場合は、
教育委員会に報告し、教育委員会は関係課及び
警察などに改善要望を行っています。 

 
 
 
 

安全で安心して遊べる環境づくり 
 
市では平成１６年度から「安全・安心まちづくり

担当」を設置し、安心して暮らせる安全なまちづく
りにかかわる調整等を行っています。 

（再掲：基本方針５） 

保護者・市民が地域で子どもを守るための活動
 
市立の中学校のなかでは「地域青少年育成懇
談会」が地域に根を下ろし、「子どもたちを守る会」
が始動して、保護者会や PTA の校外委員会との
連携が行われています。 
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資料３：具体的取り組み一覧 

 
基本方針 ２ 

子どもたちの学習意欲を高め、確かな学力の向上をめざします  
 
 
 
 
 
 
 
 

少人数指導 
 
学級を一つの大きな集団から複数の小集団に

分け、それぞれの集団の中でより個に応じたてい
ねいな指導ができる「少人数の指導」に取り組ん
でいます。 

習熟の程度に応じた授業 

 

児童生徒の習熟状況をもとに、複数の学習集

団に分けて授業を行っています。子どもの実態

や指導の場面に応じて、より「個に応じた指導」

が可能となります。基礎・基本の定着と児童生徒

の興味・関心等に応じた、発展的・補充的な学習

ができるようになります。平成１６年度は、小・中

1 校ずつが「文部科学省学力向上フロンティアス

クール指定研究」を受け、研究実践をしていま

す。 
 

 
 
 
 
 

複数教員による指導 
 
「ティームティーチング（ＴＴ）」と呼ばれ、複数教
員が協力し合って行う指導のことです。子どもの
多様な思いや願い、興味・関心、個性的な学びに
手厚く応えるよう取り組んでいます。 

 

少人数指導 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教育課程研究会  

 

教育課程研究会は、小・中学校の教員が集ま

り、教育課程実施上の諸課題についての研究を

行っています。今まで「少人数指導」「ティームテ

ィーチング指導」等についての研究に取り組みま

した。平成１４年度から新教育課程が実施され、

研究会でも「総合的な学習の時間の評価」に取り

組み、２年間の研究を行いました。現在は「総合

的な学習の時間の全体計画」についての研究に

取り組んでいます。 

 
 

授業づくり実践研修会 
 
平成１５年度から開催しています。児童生徒の

学力の向上につながるよう、教員の指導力を高
め、魅力ある授業づくりをするための研修会を実
施しています。学校に講師を派遣し、模擬授業を
行い、授業参観後に指導助言を受けるなど、実
践的な場面での授業改善や工夫に活かしていく
ことをねらいとしています。これまで「今、社会科
でつけたい学力」「群読の授業をつくる」「カウン
セリングを生かした授業展開」「心のノートの有効
活用をさぐる」「わかる授業楽しい授業の創造」
「いのちの大切さを伝える」等のテーマで実施し
てきました。 
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資料３：具体的取り組み一覧 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

学校訪問 
 
教育委員会の指導主事が各学校を訪問し、教

育方針・学校経営等について把握し、授業参観と
教員との懇談により学校との意思疎通を図り、授
業づくり・研究研修の充実を図っています。 

 

特色づくり推進事業
 

 児童生徒・保護者・地域の人にとって魅力ある
学校となるよう、小・中学校全校２５校で、特色あ
る学校づくりのための取り組みを実践していま
す。先進校５校は平成１４年度から４年間、その
他２０校は平成１５年度から３年間の実践をふま
えて、以後の取り組みに関して検討し、当初の計
画の見直しを行います。取り組み内容としては、
多くの学校が地域との連携を中心に教育活動の
充実や読書指導等の重点強化を実践していま
す。また、校内の環境整備に取り組んでいる学
校もあります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

読書活動の取り組み 
 
平成１３年１２月に施行された「子どもの読書
活動の推進に関する法律」を受け、市立の小・中
学校では、毎週、朝のホームルームの時間を活
用して読書活動に取り組んでいます。また、「読
書活動推進嘱託員」を雇用し、市立の小・中学校
へ派遣する中で、児童生徒への読書活動推進の
ための読み聞かせやブックトーク、図書紹介など
をはじめ、図書室での事務や整理を行っていま
す。 

総合的な学習の時間
 
自分で課題を見付け、自ら学び、主体的に判
断し、行動し、よりよく問題解決する資質を身に
付けることをねらいとして授業展開をしていま
す。各学校の児童生徒、地域の実態に応じて、
環境教育、福祉教育、情報教育、国際教育、職
場体験などの内容に取り組んでいます。具体的
には、地域の方々や専門家の協力を得て、郷
土学習、野菜や草花の栽培、川の汚れや酸性
雨の調査を通じた環境学習、障害のある方や高
齢者との交流、インターネットを活用した情報収
集・活用、小学校の英語活動、異文化体験、身
近な職場での職業体験などに取り組んでいま
す。 
 

 
 
 
     

   
 
 
 

外国人英語講師（ＡＬＴ）・国際教育 
 
中学校では英語の授業に外国人英語講師を

派遣し、コミュニケーション能力の育成に努めて
います。小学校では総合的な学習の時間に外国
の子どもたちとの交流活動、ネイティブスピーカー
などとのふれあいを通じて、「国際理解に関する
学習の一環」「外国語に触れる」「体験的な学習」
として取り組んでいます。 

 

外国人英語講師（ＡＬＴ）
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新採用教員研修会 
 
新任教員に対して、一年間の研修が実施され

ます。学習指導や学級経営に必要な基礎的･基本
的な知識や技能を習得し、組織の一員としての意
識を高めることをねらいとしています。  

（再掲：基本方針１） 

 

校内での研修
 
各校において教育課程や児童生徒指導等の

課題について研修担当が中心になって年間計画
を作成し、研究研修事業に取り組んでいます。 
毎年度、順番により、①教育課題指定研究事

業（小学校６校、中学校３校）、②授業公開研究校
（小学校２校、中学校１校）、③校内研修充実事
業（小学校８校、中学校５校）の３事業のいずれか
に取り組んでいます。 

 
 
 
 
 
 

経験者研修会 
 
新規採用後 5年及び 10 年を経過した教員に、

当面する教育課題に応える意味から、広い視野
に立った指導力と資質の向上を目的として実施さ
れます。学習指導や学級･学年経営、児童生徒
理解等の専門的な知識や技能の習得など、個々
の能力、適性に応じた研修を実施し、資質･指導
力の向上を図ることをねらいとしています。  

（再掲：基本方針１）
    

環境教育
 
身近な自然環境や生活環境に興味を持ち、環
境保全に対する認識を深めたり、行動力等を身に
つけたりするという、いわゆる生きる力の育成に
視点を置きながら、地球環境の問題や、リサイク
ル、ごみ問題などをテーマにして、市立小・中学校
において総合的な学習の時間での環境教育・学
習の充実を図っています。 

                      

                         

福祉教育懇談会
 
 市内の小・中学校の教員を対象に、福祉教育へ
の理解を深めてもらうことや地域の教育力の紹介
を、毎年鎌倉市社会福祉協議会の主催で行って
います。             （再掲：基本方針３） 

 
 
 
 

かまくら子ども風土記 
 
鎌倉の歴史、地理、寺社の縁起、地域に伝わる

行事や伝説などについて、郷土学習資料として教
育センターが作成し、各学校で活用し、地域学習
に役立てています。 

情報教育 
 
中学校にはコンピュータルームを設置し、技

術・家庭科を中心として各教科の授業で、「コンピ
ュータを操作する能力」と「情報を活用する能力」
を育てることをめざしています。小学校には各教
室にコンピュータを配置しています。小・中学校と
も、特に総合的な学習の時間で、調べ学習や発
表にコンピュータを積極的に活用しています。 

 
 
 
 
 
 

理科・社会科の副読本による郷土学習 
 
教育センターが発行している「かまくら」を小学

校社会科で、「私たちの鎌倉」を中学校社会科で、
「鎌倉の自然」を中学校理科で副読本として扱
い、鎌倉市における地理・社会事象・文化・歴史
等の学習に役立てています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校施設維持整備事業 
 
 学校施設の維持整備に当たっては、児童生徒
に安全で快適な学習環境を提供するとともに、
生活の場としてのゆとりと潤いのある環境づくり
に努める必要があります。このため、校舎の耐
震補強工事を推進することはもとより、学習形態
の多様化への対応、バリアフリー化、シックスク
ール対策など、質的、機能的な面での向上を図
るため、「学校整備計画」の着実な達成に向けて
取り組んでいます。 

 （再掲：基本方針１・基本方針３）

開かれた学校づくりの取り組み 
 
平成１３年度から学校運営に関する意見を保
護者や地域住民などから聞く「学校評議員制度」
を導入しています。平成１６年度から「学校評価」
に全校が取り組んでいます。内部評価だけでなく
外部評価も取り入れるようにしている学校もあり
ます。情報提供として「学校だより」や「学年だよ
り」の発行や説明会の開催も行っています。毎年
「学校へ行こう週間」を設定して、特定の期間は
いつでも学校を訪問し児童生徒の活動を参観で
きるよう取り組んでいます。 

 （再掲：基本方針１・基本方針３）
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基本方針 ３ 

子どもたちに社会性･道徳性を身につけさせ、共に生きる心をはぐくみます 

 
 
 

日本語指導等協力者派遣 
 
日本語の理解や学校生活に十分に適応できて

いない帰国児童生徒、外国籍児童生徒などに対
し、日本語指導等の支援を行い、学校生活への適
応を図っています。 

子ども議会
 
平成１３年度から、議会制民主主義への理解を

深めながら地方自治の仕組みについて体験を通
して学習する目的で開催しています。隔年で小学
校と中学校が交互に対象となり、各学校２名の代
表が参加して一般質問、子ども議会宣言の採択
を行っています。  

 
 
 
 
 

 
砂工作の会 
 
市内の国公立全小学校（１７校）の４年生が鎌
倉の海岸で、砂を主材料として行う造形活動で、
材木座海岸と腰越海岸の２会場に分かれて実施
しています。各学校ともグループに分かれ作品を
制作し、他校の作品を鑑賞し合い、交流を図る場
となっています。 

 

児童作品展 
 
市内の国公立全小学校（１７校）の全学年の書

写と図工の作品が鎌倉芸術館ギャラリーで展示さ
れます。そして、鑑賞を通して自校だけでなく、他
校との交流を図っています。 

 

砂工作の会 

 
 

 
 
 
 
 
 

道徳教育 
 
各学校で年間指導計画をもとに行われていま

す。教育センター研修会で「心のノートの有効活
用」、体験を重視した道徳授業の紹介も行ってい
ます。 

いじめや不登校をなくす取り組み 
 
教育センター相談室において、いじめ・不登校

等の相談を行っています。また不登校児童生徒
が通う教室として、教育支援教室「ひだまり」を設
置し、カウンセラー、教育相談指導員の個人面談
から、小集団での人間関係づくり、学習支援に取
り組み、児童生徒の生活を支援しています。ま
た、児童生徒の人間関係づくりが、いじめ等の防
止にも役立つことを考え、人間関係づくりの研修
会を開催したり、調査研究協力校を支援する取り
組みも行っています。 

 
 
 
 
 

人権･同和教育 
 
教育課題研修会として、市立小・中学校の人

権・同和教育をより推進するために、教育センタ
ーでは人権・男女共同参画課との共同開催で人
権・同和教育研修を実施し、教職員の理解と認識
を深めています。 
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教育センター街頭指導事業 
 
子どもたちの健全な育成と非行防止のために、 

安全で安心した生活環境づくりに向けた児童生
徒の下校時の街頭指導やキャンペーン、環境浄
化調査・パトロールなどを実施しています。    
               （再掲：基本方針１） 

教育センター相談事業
 
教育センターでは、相談事業と教育支援事業
を行っており、幼児から青少年までの教育や生活
上の諸問題の相談を受けています。また、教育
支援教室「ひだまり」では、いじめや不登校で悩
んでいる児童生徒に対する教育支援・学習支援・
進路相談・カウンセリング等を行っています。 

             （再掲：基本方針１）
 
 
 
 
 

校内における教育相談 
 
各学校では、児童生徒一人ひとりがもっている

人間関係や精神的な問題、学習・生活などの教
育上の問題について、本人またはその保護者な
どからの相談を受け、望ましい在り方について指
導・助言を行っています。  

（再掲：基本方針１）

ＰＴＡ・保護者会や地域の人々と協力した取り組み
 
「総合的な学習の時間」を中心に、外部講師とし

て保護者や地域の人々に協力を得ています。学
校の教員が地域の方を対象にした公開講座の講
師をしたり，地域の方と協力して行事やお祭りなど
を実施しています。      

 
 
 
 
 
 
 
 

関係機関との連携 
 
 児童生徒の非行防止、健全育成のために、警
察と連携した「学校・警察連絡協議会（学警連）」
が組織されています。また、中学校生徒指導対策
協議会では保護司会との連携を取っています。
児童虐待防止に関しては、児童相談所との連携
もとっています。福祉教育の実施に当たっては、
社会福祉協議会との連携のもとに、さまざまな取
り組みを実施しています。     

 （再掲：基本方針１・基本方針５）

地域福祉の推進
 
鎌倉市は平成１６年５月に「鎌倉市地域福祉計

画」を策定し、「共に生き、支え合う地域づくり」とし
て「地域福祉の推進」に向けて、地域での支えあ
いの環境づくりをはじめとする地域の取り組みや
市の支援策についての計画をまとめました。 

福祉教育懇談会
 
 市内の小・中学校の教諭を対象に、福祉教育へ
の理解を深めてもらうことや地域の教育力の紹介
を、毎年鎌倉市社会福祉協議会の主催で行って
います。             （再掲：基本方針２）  

 
 
 
 

障害のある子どもたちへの教育 
 
障害児学級を設置して障害のある児童生徒に

対して、一人ひとりの子どものニーズに応じた適
切な教育をきめ細かく行っています。また、障害の
ある児童生徒と通常の学級の児童生徒とがふれ
あうよう交流を行っています。 

高齢者との世代間交流
 
世代を超えた交流を推進して、高齢者の豊かな

経験と知識を学校教育に積極的に活用するよう、
取り組んでいます。 

 
 
 

教育相談・就学相談 
 
教育上特別な配慮を必要とする児童生徒の学

校生活や就学等に関する相談を随時行っていま
す。 

乳幼児とのふれあい
 
小・中学校では、福祉教育や職業教育の目的

で、幼稚園や保育所での乳幼児とのふれあいを
通じて、発達や成長の仕組み、他者へのやさしさ
や思いやりなどを身につけ、次代の保護者として
の豊かな人間性をはぐくむよう取り組んでいます。 

 
 
 
 

学齢児療育相談 
 
市立小・中学校に在籍する障害のある児童生

徒が、学校や地域でより充実した生活が送れるよ
う、市内の障害児学級に在籍する児童生徒の保
護者との相談や助言を行っています。 

幼・保・小の連携を促進する研究会 
 
幼稚園・小学校の教員と保育所の保育士で構

成される研究会等を開催し、幼児教育に関する
今日的課題の研究を推進するとともに、保育参観
や授業参観講演会を実施し、実態や諸課題につ
いて情報交換と研究協議を行っています。平成
16 年度には、つぎの５つの研究会等が行われて
います。 
①幼児教育研究会 ②幼児教育研修会 
③幼児教育研究協議会 ④幼保小連携研修会 
⑤幼保小交流事業 

 
 
 
 

普通学級介助員 
 
通常学級に在籍している障害のある児童生徒
で、生活面や安全面での介助が必要な場合と、怪
我等の理由により、一時的に介助を必要とする児
童生徒等に対して介助を行っています。 
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基本方針 ４ 

子どもたちの心と体を健やかに成長させ、豊かな感性を養います 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校施設維持整備事業 
 
 学校施設の維持整備に当たっては、児童生徒
に安全で快適な学習環境を提供するとともに、生
活の場としてのゆとりと潤いのある環境づくりに
努める必要があります。このため、校舎の耐震補
強工事を推進することはもとより、学習形態の多
様化への対応、バリアフリー化、シックスクール
対策など、質的、機能的な面での向上を図るた
め、「学校整備計画」の着実な達成に向けて取り
組んでいます。    

 （再掲：基本方針１・基本方針２）

開かれた学校づくりの取り組み 
 
平成１３年度から学校運営に関する意見を保
護者や地域住民などから聞く「学校評議員制度」
を導入しています。平成１６年度から「学校評価」
に全校が取り組んでいます。内部評価だけでなく
外部評価も取り入れるようにしている学校もあり
ます。情報提供として「学校だより」や「学年だよ
り」の発行や説明会の開催も行っています。毎年
「学校へ行こう週間」を設定して、特定の期間は
いつでも学校を訪問し児童生徒の活動を参観で
きるよう取り組んでいます。 

 （再掲：基本方針１・基本方針２）

 
 
 
 
 
 

民生委員・児童委員 
 
民生委員・児童委員として、法に基づいて委嘱

された２００名余りの方々が活動しています。 ま
た、児童に関する問題を主に担当する主任児童
委員２０名が活動しています。福祉事務所、児童
相談所、学校等の関係機関が行う事業について
協力してもらい、住民と行政機関の橋渡し役とな
っています。           （再掲：基本方針５）

青少年指導員 
 
青少年指導員は、青少年の健全な育成を図る
ため、地域での担い手として活動しています。地
域の人と人を結びつけるコーディネーター的な役
割を果たしながら、青少年の自発的活動や、育成
活動を推進し、地域の青少年団体の活動を盛ん
にするための援助や青少年育成組織を強化する
ための支援を行っています。 

 
 
 
 
 
 

幼稚園と保育所 
 
幼稚園と保育所は、それぞれの法制度のもとで

運営されています。それぞれの目標において集団
生活における経験の大切さが重要視されていま
す。鎌倉市には幼稚園が 23 園、保育所 14 園（平
成 15 年度）が運営されています。  

子ども会・鎌倉市子ども会育成連絡協議会 
 
保護者同士が、お互いに連携し合い、子どもた
ちの健やかな成長を願い、活動を手助けするため
の組織です。主な活動としては総会に始まり、育
成者研修会・トスボール大会・ドッジボール大会な
ど開催しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

歯科保健指導 
 
歯科医師会が小学校で、歯の模型・紙芝居など

を使用して、年齢にあわせた歯科保健指導を実施
しています。 

食育について
 
児童に行っている食育としては、低学年の「嫌
いなものでも少しずつ食べよう」から始まり、「食
事の大切さ」「食品の栄養」「栄養素の働き」など
体にかかわることがらや、「食品の名前がわか
る」「食品の旬」「地場産の食材」「学校菜園での
栽培」「豆腐づくり」等生産や加工流通にかかわ
ることがらなどを関連教科で年間計画を立てて、
栄養職員と教員が連携して行っています。 

 
 
 
 

学校保健大会の開催 
 
学校保健への意識を高めるとともに、児童生徒

の心身の健全な発達をめざし、学校保健大会を開
催しています。 

 

資料編－10 



資料３：具体的取り組み一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

体力向上への取り組み
 
神奈川県が平成13年度に実施した体力・運動

能力調査では、県の平均値は全国平均値を下回
っています。鎌倉市では、小学６年生全児童が一
堂に会して「陸上記録大会」を開催し、公認の陸
上競技場で競技することにより、得がたい経験を
子どもたちに与え、自らの記録に挑戦することに
より、運動することの楽しさを味わい、意欲的に
運動しようとする態度を育てます。また、中学校
では、部活動に全校で力を入れ、各種大会が実
施されています。 

学校給食事業
 
市立小学校では学校給食を実施しています。食
事調査を基に学校給食の目標栄養量を設定し、
その目標値に則した内容で実施しています。食事
調査は定期的に行い、目標栄養量の確認を行っ
ています。 

給食だより 
 
学校給食の内容を紹介したり、児童の給食での
様子から、家庭での食生活の見直しを図るなど、
食生活に関する情報を随時発信しています。 

陸上記録大会 

 
 
 
 
 
 
 

「かまくらっ子」の調査・研究 
 
鎌倉市に在園・在学する幼児、児童生徒がど
のような生活をし、意識をもっているか、５年ごと
に日常生活を中心に調査・把握を行っています。
過去の調査と比較検討することで、子どもたちの
意識や実態の変化を明らかにし、子どもたちの心
身の健全な発達のための参考資料としています。

ランチルーム
 
多くの小学校では、教室とは違う、食事をする
のにふさわしい場としてのランチルームにおいて、
給食時間をすごす機会を設けています。ランチル
ームは、子どもたちが食を通じて他のクラス児童
や担任以外の教職員と交流を図る場として活用さ
れ、さらに、栄養職員が食育を行う場としても活用
されています。 

 
 
 
 

水泳補助指導員 
 
体育科の水泳学習で、指導の安全と充実を図

るため、専門の知識と指導力を持つ地域の方々を
「水泳補助指導員」として各学校に派遣していま
す。 

食物アレルギーへの対応
 
食物アレルギーのある子どもの給食には、除去

食で対応しています。調理過程で除去が可能なも
のを除去するとともに、給食の献立に工夫を凝ら
し対応しています。 

 学校給食用食器
 
市立小学校では、平成３年度から給食用食器

の改善に取り組み、アルマイト食器から強化磁器
食器に替えて使用しています。市立の小学校すべ
てにおいて家庭と同様な食器で食事ができるよう
になっています。 

 
 
 
 

中学校運動部活動補助指導員 
 
中学校の運動部活動おいて、専門的技術など
の指導が困難な場合、顧問の協力者として補助
指導者を派遣しています。平成 15 年度は４校の
柔道部または剣道部に派遣を行いました。 

 

資料編－11 



資料３：具体的取り組み一覧 

 
 
 

基本方針 ５ 

安心して子育てができる環境づくりを進めます 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中学校体育連盟（中体連） 
 
運動競技の発展を図り、保健体育全般にわた

る研究をし、体育文化の向上を目的に活動して
います。市立９校、国立１校、私立６校が加盟し
ています。競技部（専門部）には、１４の種目別の
専門部があり、総合体育大会などの各種競技会
の企画・運営を行っています。研究部会は保健
体育の調査研究や研究発表・講習会などを行っ
ています。また、３つの特別委員会で中学校体育
連盟の課題について検討しています。当連盟で
は、加盟校が各種競技会を通じて、鎌倉市の中
学生としての、ふれあいとまとまり、心身の健全
な発達を期することを目的に、毎年６月から総合
体育大会が行われています。 

料理講習会
 
学校給食について、より一層の理解を深められ

るよう、毎年夏休みに料理講習会を開催していま
す。市立小学校の保護者と子どもに参加を呼びか
け、学校給食のメニューを実際に作り、試食を行っ
ています。 

夏休み写生大会 
 
市内在住・在学の小・中学生及び幼児の夏休

中における情操教育の一環として、子どもたちに
美術（絵画）創作の機会を与え、その作品を展示
し、文化活動の振興を図ることを目的として開催
するものです。名所・旧跡（主に社寺）を会場にし
ているので、古都鎌倉の再発見の機会にもなって
います。 

 
 
 
 
 

スポーツ関連事業 
 
 平成15年度にスポーツ課所管で実施された、中
学生以下の子どもを対象とするスポーツ事業は、
「おやこ体操」「トスベースボール」「親子スイミン
グ」「フットサル大会」などをはじめとして、年間を
通じて開催しています。平成１５年度は９事業に
1,333 人の参加がありました。 

ウィンターコンサート かまくらこどもコンサート
 
子どもたちに、吹奏楽・交響楽鑑賞の機会を与

え、音楽を通じて情操教育を図るとともに、市民ア
マチュア交響楽団及びアマチュアバンドを育成し、
市民による文化活動のいっそうの普及・振興を図
る事業として、例年、１２月と３月に開催していま
す。

 
 
 
 
 

中学校文化連盟 
 
中学校文化連盟連合文化祭を例年開催し、市

内の国・公立中学校の文化部所属生徒が、各種
文化芸術活動を通じて、鎌倉市の中学生同士とし
てふれあい結束し、文化芸術活動への意欲・技術
の向上を図っています。 

小学校演劇等鑑賞会
 
小学生が専門家による演劇の鑑賞等を通じて、

豊かな人間性をはぐくむ目的で実施しています。 

地域子ども教室推進事業
 
文部科学省が都道府県を通して、市町村の実

行委員会に委託している事業です。（３年間）。学
校の校庭や教室、公民館など安全・安心して活動
できる子どもの居場所を設け、地域の大人が活
動面や安全面の指導者となり、放課後や休日に
おけるスポーツや文化活動などのさまざまな体験
活動や地域住民との交流活動などを実施しま
す。鎌倉市では、「かまくらっ子活動教室実行委
員会」をつくり、「かまくらキッズコーラス」と「あそ
びのスポーツ広場」の２教室を実施しています。 

 
 
 
 
 
 

鎌倉ならではの自然環境
 
鎌倉には海・山・川や池などの自然の遊び場が

身近にあります。鎌倉中央公園では自然とのふ
れあいや農作業体験などに取り組んでいます。ま
た、「天園ハイキングコース」「葛原岡・大仏ハイキ
ングコース」「祇園山ハイキングコース」の３つの
ハイキングコースが整備され、多くの人に利用さ
れています。          （再掲：基本方針５） 

 
 
 
 
 保育園地域交流事業

 
保育所で、育児に関する相談ができます。ま
た、地域の子どもたちの交流、育児講座なども行
っています。 〔※実施園（平成１６年度）：公立保
育園全園、富士愛育園、聖アンナの園 、岩瀬保
育園、オランジェ、清心保育園〕 

 
 
 
 

幼稚園・保育所、支援センターなどの相談窓口
 
幼稚園では地域開放事業として教育相談事業

を行っています（一部）。保育所でも育児相談を実
施しています。子育て支援センターでは育児情報
の提供や育児相談を子育てアドバイザーが行い、
さまざまな子育て支援を実践しています。 
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子どもの遊び場と広場や公園 
 
現在、市で管理している公園や緑地は２０7 箇

所（平成15年４月1日現在）あります。主なものと
しては、海岸との景観を配慮した鎌倉海浜公  
園、自然観察のできる散在ガ池森林公園、鎌倉
駅から近距離に位置する源氏山公園、野球場や
庭球場などのスポーツ施設のある笛田公園、谷
戸や里山の自然を生かした鎌倉中央公園があ
り、市民の憩いの場として、親しまれています。さ
らに、児童遊園等（子どもの広場、青少年広場な
ど含む）が３８箇所、集合住宅に付設された遊び
場などもあります。 

 
 
 
 
 
 

かまくら子育てメディアスポット 
 
市は平成１５年度より「かまくら子育てメディアス
ポット」を開設し、子育てサークル、遊び場、保育
所・幼稚園情報などの子育て支援情報を積極的
に提供しています。また、授乳室や子どもを遊ば
せながら相談申請ができる「キッズコーナー」も併
設しています。 

図書館での取り組み
 
「おはなし会」・・・４歳くらいから小学校低学年

の子どもを対象に、ストリーテリング（おはなし）や
絵本の読み聞かせを行っています。パネルシアタ
ーや紙芝居など、広くお話や本の楽しさを紹介し
ています。 
「おひざにだっこのおはなしかい」・・・２．３歳の

子どもと保護者を対象に、絵本やわらべうたな
ど、ことばを通したコミュニケーションを図り、おは
なしの楽しさに触れることができます。また、絵本
の紹介や読み聞かせの仕方などの相談も受けて
います。 

 
 
 
 
 
 

子育て支援センター 
 
核家族化をはじめとする、さまざまな社会環境

の変化により、孤立しがちな家庭で子育てをして
いる母親のために設立され、育児情報の提供や
育児相談を子育てアドバイザーが行い、さまざま
な子育て支援を実践しています。平成１５年度現
在、鎌倉市内には2箇所の子育て支援センターが
設置されています。 

 
 
 
 
 
 
 

子ども会館 
 
子ども会館は、地域の子どもたちが自由に遊
べるスペースで、市内に１３箇所設置されていま
す。設備は、場所によって多少違いはあります
が、プレイルーム、図書室、庭、卓球室などが整
備されています。また、一部の子ども会館では、
地域の育児サークルなどに場所を開放して、幼児
期における豊かな遊びの経験の場を提供してい
ます。 鎌倉ならではの自然環境

 
鎌倉には海・山・川や池などの自然の遊び場が
身近にあります。鎌倉中央公園では自然とのふ
れあいや農作業体験などに取り組んでいます。ま
た、「天園ハイキングコース」「葛原岡・大仏ハイキ
ングコース」「祇園山ハイキングコース」の３つの
ハイキングコースが整備され、多くの人に利用さ
れています。          （再掲：基本方針４） 

 
 
 
 

地域の自主サークル活動 
 
子育て支援グループと子育て中の母親たちの

グループ19団体が集まり、情報交換を行っていま
す。また、講座の企画や「一日冒険遊び場」を各地
域で行っています。 

広場・公園などの情報の提供・子育てマップ 
 
市では「かまくら子育てナビ きらきら」を発行
し、子どもの外遊びを推進するため「子どもの遊び
場と親子で楽しめる公園」について、地図とともに
遊具や公園の特徴などを紹介しています。 

 
 
 
 
 

保健・福祉関係者などによる相談体制 
 
家庭訪問・乳幼児健康相談・乳幼児健康診査・
育児教室・療育相談・母子グループ指導などで、
子育てに関する相談を受け、育児不安の軽減を
図り、育児力の向上を目指しています。 

 
安全で安心して遊べる環境づくり 
 
市では平成１６年度から「安全・安心まちづくり

担当」を設置し、安心して暮らせる安全なまちづく
りにかかわる調整等を行っています。 

（再掲：基本方針１） 
 
 
 
 
 
 
 
 

関係機関との連携 
 
 児童生徒の非行防止、健全育成のために、警
察と連携した「学校・警察連絡協議会（学警連）」
が組織されています。また、中学校生徒指導対
策協議会では保護司会との連携を取っていま
す。児童虐待防止に関しては、児童相談所との
連携もとっています。福祉教育の実施に当たって
は、社会福祉協議会との連携のもとに、さまざま
な取り組みを実施しています。     

民生委員・児童委員
 
民生委員・児童委員として、法に基づいて委嘱
された２００名余りの方々が活動しています。 ま
た、児童に関する問題を主に担当する主任児童
委員２０名が活動しています。福祉事務所、児童
相談所、学校等の関係機関が行う事業について
協力してもらい、住民と行政機関の橋渡し役とな
っています。          （再掲：基本方針３） 

 （再掲：基本方針１・基本方針３）
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